
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議第４号 都市計画法第 34条第 12号指定区域（県条例に基づくもの）の取り消しに

ついて（日高市決定） 
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既存 12 号指定区域（県条例に基づくもの）の取り消しについて 

 

１ 都市計画法第 34 条第 12 号指定区域とは  

市街化調整区域のうち、市総合計画の土地利用構想に即して、区域、目的及び予

定建築物等の用途での建築を認めるものとして、市が条例で定めた区域です。  

 

２ 市条例等の構成要素  

平成 17 年に、県知事の権限移譲を受け、県条例の指定区域をベースとして区域の

見直し及び市条例等を施行しました。  

 「日高市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」  

条例第４条  

(1) 市が総合的かつ計画的な行政運営を図るために定める日高市総合計画の基本構

想における土地利用構想に即した区域として誘導する産業ごとに規則で定める区域

内において、当該産業の業務機能を有する建築物として規則で定める建築物の建築

（幅員６メートル以上の道路のうち、市長が別に指定するものの沿道における建築

に限る。）の用に供する目的で行う開発行為  

条例施行規則  

 （条例第４条第１号の規則で定める区域等）  

第４条  条例第４条第１号の誘導する産業ごとに規則で定める区域及び同号の当該

産業の業務機能を有する建築物として規則で定める建築物は、それぞれ別表第２に

掲げる区域及び建築物とする。  

（別表第２）  

誘 導 す

る産業  

区  域  誘導する産業の業務機能を有する

建築物  

工業系  １  大字上鹿山の一部、大字高

萩の一部、大字下大谷沢の一

部、大字大谷沢の一部、大字田

木の一部、大字馬引沢の一部、

大字中沢の一部  

２  市長が別に定める基準に

従い、指定する区域  

１  工場（建築基準法（昭和 25 年

法律第 201 号）別表第２（る）項第

１号又は第２号に掲げるものを除

く。）  

２  倉庫（建築基準法別表第２（る）

項第２号に掲げるものを除く。）  
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複 合 産

業系  

１  大字高萩の一部、大字森戸

新田の一部、大字下高萩新田の

一部、大字旭ケ丘の一部  

２  市長が別に定める基準に

従い、指定する区域  

１  工場（建築基準法別表第２（る）

項第１号又は第２号に掲げるもの

を除く。）  

２  倉庫（建築基準法別表第２（る）

項第２号に掲げるものを除く。）  

３  小売業を営む店舗  

 

３ 指定区域の取り消しを行う対象範囲  

 上記表内（別表第２）のうち、太字下線で示す区域（別添資料３）を対象に全て

の指定区域を取り消し、条例施行規則の改正を併せて行います。  

 

４ 取り消しすべき理由  

（１）未利用地等の存在  

   区域指定後、産業系用途での開発及び建築行為に着手せず、モータープール

用地等として利用されており、指定区域制度の趣旨に合致しない未利用地等も

存在しています。  

（２）都市計画手続との関係性  

   市街化区域編入及び法第 34 条第 10 号の規定による地区計画の手続時には、

適地選定の項目から、市内における未利用地等の存在が支障となっています。  

（３）指定区域制度の趣旨との整合性  

   限られた産業用地を有効活用するため、産業系用途での土地利用を促進する

開発行為に限り、区域指定を行う制度の原点に立ち返ります。  

 

５ 区域取り消しのスケジュール  

 



既存12号指定区域（県条例に基づくもの）
■高萩北部周辺地域

別添資料３
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既存12号指定区域（県条例に基づくもの）

■狭山日高インターチェンジ周辺地域
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既存12号指定区域（県条例に基づくもの）

■上鹿山地域
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